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別 表 十 六 (十) の 記 載 の 仕 方 
 

１ この明細書は、法人が資産に係る消費税等の経理処

理につき税抜経理方式を適用している場合において、

資産に係る控除対象外消費税額等について令第139条

の４ 資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入 

の規定の適用を受ける場合又は法第81条の３第１項 個

別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入 に規定

する個別損金額を計算する場合において令第139条の

４の規定により損金算入額等の計算を行うときに記載

します。 

なお、連結法人については、適用を受ける各連結法

人ごとにこの明細書を作成し、その連結法人の法人名

を「法人名」のかっこの中に記載してください。 

２ 「繰延消費税額等１」から「翌期への繰越額８」ま

での各欄は、「(当期分）」以外の各欄については前事

業年度（連結事業年度）以前の各事業年度又は各連結

事業年度における繰延消費税額等に基づいて記載し、

「（当期分）」については「課税標準額に対する消費税

額等９」から「当期の繰延消費税額等18」までを記載

した後に記載します。 

この場合、次により記載します。 

(1) 前事業年度（連結事業年度）以前の各事業年度又

は各連結事業年度において繰延消費税額等がある場

合及び承継繰延消費税額等がある場合の記載 

イ ｢繰延消費税額等１」は、前事業年度（連結事業

年度）以前の各事業年度又は各連結事業年度にお

けるこの明細書の「当期の繰延消費税額等18」の

金額又は承継繰延消費税額等の金額を記載すると

ともに、     にはその「当期の繰延消費税

額等18」の金額又は承継繰延消費税額等の金額が

発生した事業年度又は連結事業年度を記載します。

この場合、最も古い事業年度又は連結事業年度か

ら順次右欄に記載します。 

ロ 「当期の損金算入限度額２」は、「⑴×    」

の算式により計算した金額を記載します。 

この場合、当期の月数に１月未満の端数がある

ときは、これを切り上げます。 

なお、令第139条の４第７項の規定の適用を受

けるとき又は法第81条の３第１項（令第139条の

４第７項の規定により法第81条の３第１項に規定

する個別損金額を計算する場合に限ります。）の

規定の適用を受けるときにあっては、「当期の月

数」とあるのは「当期首から適格分社型分割等の 

日の前日までの期間の月数」として記載し、適格

組織再編成により引継ぎを受けた繰延消費税額等

（承継繰延消費税額等）について、適格組織再編

成の日の属する期の損金算入限度額を計算すると

きにあっては、「当期の月数」とあるのは「適格

組織再編成の日から当期末までの期間の月数」と

して記載します。 

(2) 当期分についての記載 

イ 「課税標準額に対する消費税額等９」には、当

期における消費税等の課税標準額に対する消費税

額等を記載します。 

ロ 「課税仕入れ等の税額等10」には、当期におけ

る課税仕入れに係る消費税額等及び外国貨物の引

取りに係る消費税額等の合計額を記載します。 

ハ 「同上の額のうち課税標準額に対する消費税額

等から控除されない部分の金額11」には、消費税

法第30条第２項の規定に該当することにより、課

税仕入れ等の税額のうち控除されない部分の金額

を記載します。 

ニ 「(13)の割合が80％以上である場合の資産に係

る控除対象外消費税額等の合計欄15」は、当期に

おける消費税の課税売上割合が80％以上である場

合に記載します。この場合には、「16」欄及び「17」

欄の記載は要しません。 

ホ 「資産に係る控除対象外消費税額等で棚卸資産

に係るものの合計額16」及び「資産に係る控除対

象外消費税額等で20万円未満のものの合計額17」

は、当期における消費税の課税売上割合が80％未

満である場合にそれぞれに該当する金額を各欄に

記載します。 

へ 「繰延消費税額等１」には、「当期の繰延消費

税額等18」の金額を記載します。 

ト ｢当期の損金算入限度額２｣は、「⑴× 

× 」の算式により計算した金額を記載します。 

この場合、当期の月数に１月未満の端数がある

ときは、これを切り上げます。 

チ 「当期損金算入額３」には、当期における消費

税の課税売上割合が80％以上である場合には、

（「14」欄 －「15」欄）の金額を、80％未満であ

る場合には、（「14」欄 －「16」欄 －「17」欄）

の金額を記載します。 


